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保安林・林地開発制度の変遷（年表） 

年 次 
制  度  の  沿  革 備 考 

西 暦 年 号 

1652 承応元 熊沢蕃山の建策により岡山市郊外、龍ノ口山に植林  

1655 明暦元 備前藩、赤坂、津島、御津のはげ山に対し、藩費をもって治山

事業を行う。 

 

1869 明治２ 各藩々籍を奉還 

・藩有の山林はすべて官林（国有林）となる。 

 

1871 ４ 官林規制を出す。  

1876 ９ 官林調査仮条例を制定 

・官林のうち、国土保全のため禁伐とすべき森林の種類及び測

量・造林並びに禁伐の方法を規定する。 

・「禁伐林」の名称がこ

のとき初めて用いら

れる。 

1882 15 太政官布達 

・民有林のうち国土保全に関係あるものの伐木停止及び伐採許

可制を布達。宇野圓三郎治水建言書を県令高崎五六に呈す。

宇野圓三郎県庁入り、明治40年まで治山事業を担当する。 

・「伐木停止林」 

1883 16 県会において砂防工施行規則を制定する。  

1887 20 民有林のうち水源かん養、土砂扜止、風潮除、頽雪止のごとき

国土保全に関係ある個所の実態調査を実施する。 

・明治30年の保安林配 

備の資料となる。 

1897 30 森林法の制定 

・保安林制度を中心とした森林の各種公益の保全を目的とした

内容である。 

〔主要条文〕 

第８条 森林ニシテ左ニ列記スル個所ニアルモノハ保安林

ニ編入スルコトヲ得。 

(1) 土砂崩壊流出ノ防備ニ必要ナル箇所 

(2) 飛砂ノ防備ニ必要ナル箇所 

(3) 水害、風害、潮害ノ防備ニ必要ナル箇所 

(4) 頽雪、墜石ノ危険ヲ防止スルニ必要ナル箇所 

(5) 水源ノ涵養ニ必要ナル箇所 

(6) 魚付ニ必要ナル箇所 

(7) 航行ノ目標ニ必要ナル箇所 

(8) 公衆ノ衛生ニ必要ナル箇所 

(9) 社寺、各所又ハ旧跡ノ風致ニ必要ナル箇所 

第19条 保安林ニ於テハ皆伐及開墾ヲ為スコトヲ得ス。 

第30条 従来ノ禁伐林、風致林又ハ伐木停止林ハ此ノ法律施

行ノ日ヨリ保安林トシ其ノ森林ニ対スル従来ノ制限ハ仍

其ノ効力ヲ有ス。 

第58条 此ノ法律ハ明治31年１月１日ヨリ施行ス。 

・保安林制度が確立さ 

れる。 

 

・全国の保安林 

：58.9万町歩 

（全森林の3％） 

県林 

：1.5万町歩 

 

・地方森林会の議決を

経なければ、保安林

の編入解除はできな

い。（国有林、御料林

を除く。） 

1907 40 森林法の改正 

・保安林内制限拡大、編入解除の手続の変更、木竹の区分、禁

伐林造林の補償並びに保安林に関する皆伐停止、保安林買上

げの廃止。 

・戦前における保安林 

制度が確立される。 
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年 次 
制  度  の  沿  革 備 考 

西 暦 年 号 

1911 明治44 

 

 

 

大正中期 

～昭和20 

 

大正10 

～昭和７ 

森林法の一部改正 

・民有林に対する保安林の編入又は不編入の処分を行う権限が

知事に委任される。 

 

森林監吏を配置して施業の監督に当たる。 

 

 

保安林に造林するものに対し、単独県費による補助金（補助率 

30%）を交付する。 

・解除については従来

どおり大臣権限であ

る。 

 

・大正元年保安林面積 

全国：114.7万町歩 

県 ： 4.0万町歩 

1939 昭和14 森林法の一部改正 

・保安林の条章は全く変更なし（営林の監督と森林組合のみ） 

 

1944 19 戦時における特別措置 

・保安林の編入解除その他保安林に関する権限の大部分が地方

長官に移譲された。 

（昭和23年に廃止･･･旧に複する。） 

 

1949 24 水源林造成事業の創設 

→昭和32年官行造林に切替え→36年森林開発公団造林 

 

1951 26 森林法の一部改正 

・保安林の指定対象が森林に限定される。 

〔保安林に関する主な改正点〕 

①土砂扜止林が土砂流出防備林と土砂崩壊防備林に区分さ

れた。 

②水源かん養林、土砂流出防備林及び土砂崩壊防備林の指  

定解除は大臣が行ない、その他は知事に委任された。 

③干害防備林、防雪林、防霧林、防火林の４種類の保安林  

が追加された。 

④指定・解除の手続きについて、聴聞会制度が設けられた。 

⑤直接の損害補償から通常の損失補償になった。 

⑥公衆衛生林を保健保安林とし、風致林を各所又は旧跡の  

風致のためと指定目的を限定した。（社寺が除外された。） 

⑦特定樹種の植栽の義務付けが新設された。 

⑧保安施設地区制度が新設された。 

 

水源林造成事業始まる。 

・現行の保安林制度が

確立される。 

 

・保安施設地区制度の

創設（治山事業に法

的根拠ができる。） 

1953 28 治山治水基本対策要綱の閣議決定  

1954 29 保安林整備臨時措置法の制定 

→昭和39年に一部改正→49年に一部改正→59年に一部改正

→平成６年に一部改正 

 

・第１期保安林整備計画（S29～38） 

防災保安林の整備等 

 

・第２期保安林整備計画（S39～48） 

水源かん養林の拡大整備等 

 

 

 

 

・保安林面積の推移 

 昭和28年度末 

  全国：251.8万ha 

  県 ： 8.3万ha 

昭和38年度末 

  全国：407.7万ha 

  県 ： 12.4万ha 
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年 次 
制  度  の  沿  革 備 考 

西 暦 年 号 

・第３期保安林整備計画（S49～58） 

保健保安林の整備及び指定施業要件の見直し等 

 

・第４期保安林整備計画（S59～H５） 

  きめ細やかな保安林の整備、特定保安林の指定等 

 

・第５期保安林整備計画（H６～15） 

 保安林の質的充実 

 昭和48年度末 

  全国：696.6万ha 

県 ： 14.5万ha 

昭和58年度末 

  全国：834.3万ha 

  県 ： 15.0万ha 

 平成５年度末 

  全国：897.7万ha 

  県 ： 15.5万ha 

1960 35 治山治水緊急措置法が制定され、保安林改良事業が実施され

る。 

  ・第１次治山事業５ヵ年計画（S35～39） 

  ・第２次治山事業５ヵ年計画（S40～44） 

  ・第３次治山事業５ヵ年計画（S43～47） 

  ・第４次治山事業５ヵ年計画（S47～51） 

  ・第５次治山事業５ヵ年計画（S52～56） 

  ・第６次治山事業５ヵ年計画（S57～62） 

  ・第７次治山事業５ヵ年計画（S62～H３） 

  ・第８次治山事業５ヵ年計画（H４～８） 

  ・第９次治山事業７ヵ年計画（H９～15） 

 

1961 36 公団分収造林が実施される。  

1962 37 森林法の一部改正 

・普通林の伐採許可制を廃止（届出制に）、保安林制度の整備拡

充を行う。 

①保安林の制限事項に下草、落葉、落枝の採取を追加 

②指定施業要件で植栽の義務の明確化（違反者には造林命令

が出されることになる） 

③保安林・保安施設地区の標識設置を義務とする 

④保安林保護員制度の創設 

 

1964 39 保安林整備臨時措置法の一部改正 

・10ヵ年延長 

 

1967 42 保安林指定施業要件変更事務、分筆測量事務が開始される。  

1968 43 省令改正、保安林立木伐採届出制度が実施される。  

1974 49 保安林整備臨時措置法の一部改正 

・10ヵ年延長 

 

森林法の一部改正 

・普通林の開発行為の許可制（１haを超えるもの）の創設 

・保安林保護員 

→森林保護巡視員 

1984 59 保安林整備臨時措置法の一部改正 

・10ヵ年延長 

・特定保安林制度創設 

 

1985 60 森林法施行規則の一部改正 

・保安林の解除事務の迅速化及び簡素化が図られる。 
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年 次 
制  度  の  沿  革 備 考 

西 暦 年 号 

1989 平成元 森林の保護機能の増進に関する特別措置法の制定 

〔目的〕 

公衆の保健の用に供することが、相当と認められる森林の

保健機能の増進を図るための特別の措置を講ずることによ

り、森林資源の総合的な利用を促進し、もって林業地域の振

興と国民の福祉の向上に寄与することを目的としている。 

 

1990 ２ 保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについての一

部改正、保安林の転用に係る解除の取扱い要領の制定、開発行

為の許可基準の運用細則についての一部改正 

・保安林における土地の形状変更の許可の適用範囲並びに保安

林の転用解除に係る基準等及び保安林以外の森林における

開発行為の許可に係る基準等を明確化、適正化する。 

 

1994 ６ 保安林整備臨時措置法の一部改正 

・10ヵ年延長 

 

1997 ９ 保安林制度発足100周年  

1999 11 森林法の一部改正 

・保安林内の間伐に係る伐採許可制を届出制に簡素化。 

 

2000 12 森林法の一部改正 

・地方分権一括法による改正。 

・民有林の１～３号保安林（重要流域を除く。）に係る指定・

解除、指定施業要件の変更の権限が都道府県に移譲（法定

受託事務）された。 

・機関委任事務が廃止され、事務区分が法定受託事務と自治

事務に見直された。 

・自治事務に伴い、保安林及び林地開発許可制度の要綱及び

要領を制定した。 

 

2002 14 森林法施行令等の一部改正 

・保安林指定施業要件の基準が改正され、択伐率・間伐率等が

緩和された。 

 

2003 15 森林法の一部改正 

・保安林（人工林）の択伐に係る伐採許可制が届出制に簡素化

された。 

 

2004 16 森林法の一部改正 

・特定保安林制度の恒久化・拡充がなされた。 

 

保安林整備臨時措置法が平成15年度をもって失効した。 

 

2005 17 国と地方の税財政改革（三位一体改革）により、保安林管理事

業に係る補助金が税源移譲された。 

 

2007 19 保安林の伐採に関する次の５事務を全市町村に移譲。 

①非常災害時の立竹木の伐採等届の受理（法第34条第９項） 

②保安林内択伐届（人工林に限る）の受理（法第34条の２第

１項） 
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年 次 
制  度  の  沿  革 備 考 

西 暦 年 号 

③択伐届の変更命令（法第34条の２第２項） 

④保安林内間伐届の受理（法第34条の３第１項） 

⑤間伐届の変更命令（法第34条の３第２項） 

2008 20 行財政構造改革プランにより森林保護巡視制度を休止（巡視員

22名） 

 

2009 21 緊急雇用事業により森林保護支援員（17名）を配置 

～H23まで 

 

2011 23 森林法の一部改正 

（施行日 平成24年４月１日） 

・罰金の上限引き上げ 50万円→150万円 

・新たに森林を所有した者は市町村への届出義務 

※保安林の場合は、市町村から県へ通知 

 

2013 25 農山漁村再生可能エネルギー法に規定する設備整備計画に基

づく保安林内立木伐採許可等の特例 

 

森づくり県民税充当事業によりフォレストレンジャー（９名）

を配置 

 

2016 28 森林法の一部改正 

（施行日 平成29年４月１日） 

・３年以下の懲役刑の新設 

・罰金の上限引き上げ 150万円→300万円 

※罰則の対象 

  ①林地開発 

無許可開発及び監督処分に違反した者 

  ②保安林 

違法な土地の形質変更及び監督処分に違反した者 

 

2019 令和元 岡山県林地開発許可に関する規則の制定 

（公布日 令和元年７月５日） 

 （施行日 令和元年10月１日） 

・開発行為を行う者に対して必要な手続きを規定 

・森林法で定める許可基準を満たすための土工指針、防災施設 

や排水施設の設置、残置森林の配置等を規定 

※規則の制定に伴い、岡山県林地開発許可制度実施要綱（平成

12年３月30日、治第928号）及び岡山県林地開発許可制度事務

処理要領（平成12年３月30日、治第919号）を廃止 

 

2020 ２ 岡山県林地開発許可に関する規則の一部改正 

（公布日 令和２年４月３日） 

（施行日 令和２年７月１日） 

・排水施設等に関する技術基準で、太陽光発電施設を設置する 

箇所について、流出係数を0.9から1.0までと規定 

・自然保護に関する技術基準で、太陽光発電施設を設置する箇 

所について、残置・造成森林について規定 

 

2022 ４ 岡山県林地開発許可取消処分事務処理要領の制定  
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年 次 
制  度  の  沿  革 備 考 

西 暦 年 号 

2023 ５ 森林法施行令、森林法施行規則の一部改正 

（施行日 令和５年４月１日） 

・林地開発における太陽光発電設備の設置を目的とする開発に 

ついて許可を要する規模が定められた。（0.5ha超） 

 

岡山県林地開発許可に関する規則の一部改正 

（公布日 令和５年３月３日） 

（施行日 令和５年４月１日） 

・森林法施行規則と県規則で重複する添付書類を削除 
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Ⅰ 保安林制度の沿革 

 

 本県における藩制以前の林政については明かではないが、藩制時代から今日の近代的保安林制度に

至る過程は、おおよそ次の四期に大別することができる。 

 

１ 藩制時代 

 戦国時代戦乱によって山林は荒廃したので、幕府は山林の保護取締りを図るとともに、土木建築や

造船等の用材確保と藩の財政収入を図るため、山林の所有管理の区分を行い厳重な取締りを行った。 

 即ち、留山や建山は藩有林とし、村山は入会山についてそれぞれ村、部落又は社寺等にその管理運

営を任せたものであるが、これらについても伐採制限を行い取締りに努めた。その監督は奉行や代官

が行い、住民に自治機関として５人組を組織させて直接の管理に当たらせた。 

 その内容は、詳細を極め、今日の保安林管理の基礎となった。 

 即ち、伐採や下草刈取りの禁止又は制限を行い、場所によっては許可制をとっており、また、山林

の巡視を行い、動物の被害を防ぎ、必要な箇所には植林を行わせ、そして山崩れに対しては砂留を施

工させている。 

 このように、住民の山林に対する使用収益は大きく禁止され、若しくは制限されたが、寛永年間（西

暦1620年代）に至り、５人組制度が法制化され、法令遵守のため住民から手形を取るように改められ

た。 

 一方、正保年間(17世紀の中頃）に至り、各藩は経済の発展を図るため、高瀬船を利用し、用材、薪

炭、綿、葉たばこ、藍麻、菜種などの積み出し貿易を始めた。これに伴い焼畑が盛んになりその面積

も年とともに拡大したが、その中でも連作の困難なたばこは数年を経ずして土地をかえる必要から、

適地を求めて次第に急傾斜地にも開拓が及んだので徳川の末期には莫大な裸地が発生し、それが災害

の原因となった。 

 ちなみに、慶安３年（西暦1650年）から明治元年（西暦1868年）までの218年間の水害の記録をみて

も42回という驚くべき数字で、その被害の大きさは想像に余りあるものがある。 

 ここに特筆すべきは、岡山藩では、番頭熊沢蕃山の建策により承応元年（西暦1652年）岡山市龍ノ

口山に植林し、さらに明暦元年（西暦1655年）赤坂、津島、御津のはげ山において藩費をもって、山

巻工、石巻工（今でいう治山事業）を行い、単に山林の保護取締りだけでなく、国土保全と災害防止

のために積極的に造林を行ったことである。 

 

２ 明治維新から森林法制定まで 

 維新による大政奉還に伴い、明治２年６月各藩の領有地はことごとく官有地になったので、建山な

どは国有林となった。 

 ついで、明治３年12月、社寺領は現境内を除き上地させて官有とし、翌４年11月には、太政官布達

をもって「官林の外勝手に伐採苦しからず」と山林伐採の禁を解かれているが、当時の政治ないし社

会不安が原因して、山林伐採が進んだ。 

 その後、政府財源とするため官林を払い下げたり、所有区分のはっきりしない山林を地所名所区分

という名のもとに官林に編入し、それがそのまま払い下げられるなど、林野の所有形態の変化が始ま

った。 

 このような払い下げ処分の森林は、商業資本の対象となり、伐採されたり、地主のために開墾され

て乱伐に拍車をかけた。 

 当時の政府は土地制度の確立を急ぐため、山林では官林の確定に重点を置き、民有林にまでは手を

伸ばすことができなかったが、15年の太政官布達をもって民有林のうち、国土保安に関係あるものの
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伐木停止及び伐採許可制を実施することとなった。 

 また同年、和気郡福田村（現備前市福田）の宇野圓三郎氏は、維新前後からの乱伐により県下の荒

廃林地は１万ヘクタールに及びこれが大水害（明治元年から15年にまで３回）を引き起こしているこ

とに鑑み、時の県令高崎五六に「治水建言書」を呈し、これが契機となって本県は全国にさきがけて

翌16年「砂防工施工規定」を制定し、県営砂防工事を開始したが、国はこれより30年後に始めている。 

 明治25年２月から30年２月までの５か年森林法制定に先立ち、県は荒廃のはなはだしい公有林13万

ヘクタールが災害発生の原因になっていることに着目して、県令で国土保安林規則を布達し、全国に

さきがけて39,632ヘクタールを保安林に指定することとした。 

 

３ 森林法の制定から昭和26年の全面改正まで 

 明治30年森林法が制定され、保安林制度も確立したが、本県の森林は、地質及び気象の特異性によ

り荒廃しやすいため積極的に保安林の配備と監督に努め、大正中期から昭和20年まで森林監吏（身分

は岡山県書記）を各出先事務所に１名ずつ配置して、保安林地業の監督に当たらせていた。これは全

国でも本県だけの施策であった。 

 一方、保安林の保安機能の向上を図るため大正10年から昭和７年まで保安林に造林するものに対し

て、単県費による補助金（補助率30％）を交付していることも特筆される。 

 このような、保安林の適正な管理と明治16年以降の治山事業の鋭意施行の結果、山林の緑化は進み、

従来のような大水害がなくなりはしたが、治山治水の重要性を更に県民に意識させるため、昭和６年

７月28日の付け岡山県論告第１号でおそらく全国でもその例がないと思われる「森林愛護」の論告が

発せられた。 

 第２次大戦後の保安林は、戦時中の強制伐採、戦後の復興用材の供給及び未墾地買収などにより乱

伐され、加えて社会的な混乱期であったため、その管理も十分行われなかった。 

 その結果、災害が頻発し、国民生活に重大なる影響を与えたので、保安林を整備して、これを適正

に配置するため、国は昭和23年から５か年の計画期間で保安林配備調査事業を行った。 

 しかし、戦後の復興途上で諸般の情勢から十分な成果を収めることができなかったので、再び昭和

27年度から第２次５か年計画を樹立して引き続きこの事業を実施した。 

 県は前記計画に基づき荒廃のはなはだしい流域の上流水源地帯に重点をおいて実施した結果、昭和

29年３月末日現在で21,115ヘクタールを配備し、民有保安林は既設のものと合わせ82,550ヘクタ－ル

の面積に達した。 

 

４ 保安林整備臨時措置法の制定から現在まで 

 昭和28年に九州地方を襲った台風により大水害が発生し、再び保安林の整備強化の必要性を生じ、

昭和29年に保安林整備臨時措置法（10年の時限法）が制定され、国は、この法律に基づき流域保全を

重点とする第１期保安林整備計画を樹立した。 

 県は、この計画により、民有保安林の目標面積を103,671ヘクタールと定め指定調査を行った結果、

保安林面積は20,645ヘクタール増加し、103,195ヘクタールとなりおおむね所期の目標を達成した。 

 しかし、その後における水需要の急速な増加と、林地の荒廃による災害を未然に防止して国土保安

の万全を期するため、昭和39年に保安林整備臨時措置法の一部が改正され、同法の有効期限が10か年

延長されたので、国は第２期保安林整備計画を樹立し、保安林を拡大強化することとした。 

 県はこの計画により昭和40年から５か年計画で目標面積を16,000ヘクタールとし、指定調査を行い、

最終目標面積139,572ヘクタールに対し144,824ヘクタールが指定され、目標面積を5,252ヘクタール

上回る整備計画を完了した。 

 昭和35年に治山治水緊急措置法が制定され、それに基づき、治山事業10か年計画を閣議で決定し、

その一環として、この制度により保安林改良事業が開始され、さらに昭和48年度から保安林の保育事
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業（下刈）が開始され量質両面にわたり充実が図られることとなった。 

 しかしながら、(1)近年の都市化の進展の中で、森林の有する生活環境の保全及びレクリエーション

機能に対する国民の要請が強くなっていること。(2)人口・産業の集中等に伴い、一部地域においては

水需要のひっ迫のおそれがあること。(3)最近の国土開発の進展に伴って、集中豪雨等による山地災害

の発生が増加するおそれがあること等の問題が続出した。これらに対処するため昭和49年４月に保安

林整備臨時措置法の一部が改正され、これに基づく第３期保安林整備計画を樹立し、保健保安林の指

定の拡大、指定施業要件の整備などを図ることとした。同整備計画は昭和58年度をもって完了し、10

か年間に保健保安林を中心に12,849ヘクタールを指定する等、その計画目標をほぼ達成した。 

 保安林整備臨時措置法は、その後昭和59年３月に一部改正され、同法の有効期限が再び10か年延長

された。これに基づき、昭和59年度から第４期保安林整備計画を樹立し、依然として多発する激甚な

災害、都市化の進展等に伴う新たな保全対象の増加に対する保安林の配備を進めるとともに、指定の

目的に即して機能していない保安林について機能の回復、強化を図るため特定保安林の指定を進めて

きた。保安林整備臨時措置法はさらに平成６年３月に一部改正され、有効期限が再び10か年延長され

た。これに基づき、平成６年度から第５期保安林整備計画を樹立し、保安林を巡る諸情勢の変化に対

処するために保安林の質的充実を図ることとした。同整備計画は平成15年度をもって完了し、10か年

間に4,648ヘクタールを指定する等、その計画目標をほぼ達成した。 

 平成16年３月に森林法が一部改正され、特定保安林の恒久化・拡充がなされた。 

 平成17年度保安林管理事業に係る補助金が、国と地方の税財政改革（三位一体改革）により、税源

移譲された。 

  平成23年４月に森林法が一部改正され、平成24年４月以降に新たに森林の土地所有者となった者は、

市町村長への事後届出が必要になった。 

 平成28年５月に森林法が一部改正され、違法な森林の土地の開発に係る罰則（法第206条）について、

「150万円以下の罰金」から「３年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に強化された。 

 

 

［保安林整備計画の概要］ 

（１）岡山県における保安林整備計画の概要（実面積） 

第１期保安林整備計画（S29～S38） （単位：ha） 

保安林整備計画の 
目 標 面 積 

昭和28年度末 
保 安 林 面 積 

保安林配置の実績 
達成率 

％  昭和29～38年度 
保安林増加面積 

昭和38年度末 
保 安 林 面 積 

103,671 82,550 20,645 103,195 100 

（民有林のみ） 

 

第２期保安林整備計画（S39～S48） （単位：ha） 

保安林整備計画の 
目 標 面 積 

昭和38年度末 
保 安 林 面 積 

保安林配置の実績 
達成率 

％  昭和39～48年度 
保安林増加面積 

昭和48年度末 
保 安 林 面 積 

139,671 123,703 21,121 144,824 104 

（国有林含む） 
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第３期保安林整備計画（S49～S58） （単位：ha） 

保安林整備計画の 
目 標 面 積 

昭和48年度末 
保 安 林 面 積 

保安林配置の実績 
達成率 

％  昭和49～58年度 
保安林増加面積 

昭和58年度末 
保 安 林 面 積 

161,654 144,824 5,083 149,907 93 

（国有林含む） 

 

第４期保安林整備計画（S59～H5） （単位：ha） 

保安林整備計画の 
目 標 面 積 

昭和58年度末 
保 安 林 面 積 

保安林配置の実績 
達成率 

％  昭和59～平成5年度 
保安林増加面積 

平成5年度末 
保 安 林 面 積 

154,035 149,907 4,866 154,773 100 

（国有林含む） 

 

第５期保安林整備計画（H6～H15） （単位：ha） 

保安林整備計画の 
目 標 面 積 

平成５年度末 
保 安 林 面 積 

保安林配置の実績 
達成率 

％  平成６～15年度 
保安林増加面積 

平成15年度末 
保 安 林 面 積 

163,108 154,773 4,648 159,421 98 

（国有林含む） 

 

 

（２）全国における保安林整備計画の概要（延べ面積） 

第１期保安林整備計画（S29～S38） （単位：千ha） 

区 分 
 

保安林整備計画
の 目 標 面 積 

昭和28年度末 
保 安 林 面 積 

保安林配置の実績 
達成率 

％  昭和29～38年度 
保安林増加面積 

昭和38年度末 
保 安 林 面 積 

民有林 1,442  886 1,063 1,949 135 

国有林 2,616 1,632  496 2,128  81 

計 4,058 2,518 1,559 4,077 100 

 

第２期保安林整備計画（S39～S48） （単位：千ha） 

区 分 
 

保安林整備計画
の 目 標 面 積 

昭和38年度末 
保 安 林 面 積 

保安林配置の実績 
達成率 

％  昭和39～48年度 
保安林増加面積 

昭和48年度末 
保 安 林 面 積 

民有林 3,443 1,949 1,647 3,596 104 

国有林 3,219 2,128 1,242 3,370 105 

計 6,662 4,077 2,889 6,966 105 
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第３期保安林整備計画（S49～S58） （単位：千ha） 

区 分 
 

保安林整備計画
の 目 標 面 積 

昭和48年度末 
保 安 林 面 積 

保安林配置の実績 
達成率 

％  昭和49～58年度 
保安林増加面積 

昭和58年度末 
保 安 林 面 積 

民有林 4,038 3,596   549 4,145 102 

国有林 4,193 3,370   828 4,198 100 

計 8,231 6,966 1,377 8,343 101 

 

第４期保安林整備計画（S59～H5） （単位：千ha） 

区 分 
 

保安林整備計画
の 目 標 面 積 

昭和58年度末 
保 安 林 面 積 

保安林配置の実績 
達成率 

％  昭和59～平成5年度 
保安林増加面積 

平成５年度末 
保 安 林 面 積 

民有林 4,332 4,145 163 4,309  99 

国有林 4,629 4,198 469 4,667 101 

計 8,961 8,343 632 8,977 100 

 注）四捨五入のため内訳の計と合計は必ずしも一致しない。 

 

第５期保安林整備計画（H6～H15） （単位：千ha） 

区 分 
 

保安林整備計画
の 目 標 面 積 

平成５年度末 
保 安 林 面 積 

保安林配置の実績 
達成率 

％  平成６～15年度 
保安林増加面積 

平成15年度末 
保 安 林 面 積 

民有林  5,476 4,309 1,331  5,640 103 

国有林  5,330 4,667   580  5,247  98 

計 10,806 8,977 1,910 10,887 101 

 注）四捨五入のため内訳の計と合計は必ずしも一致しない。 

 

※保安林整備臨時措置法が平成15年度をもって失効したことに伴い、保安林整備計画も終了した。 
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有

　
　

　
　

林
有

　
　

　
　

　
　

　
　

林
　

土
砂

流
出

防
備

保
安

林

土
砂

崩
壊

防
備

保
安

林

１
　
～
　
３
　
号
　
小
　
計

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

魚
つ

き
保

安
林

防
火

保
安

林

落
石

防
止

保
安

林

雪
崩

防
止

保
安

林

４
　
号
　
以
　
下
　
小
　
計

風
致

保
安

林

保
健

保
安

林

航
行

目
標

保
安

林

水
害

防
備

保
安

林

防
風

保
安

林

飛
砂

防
備

保
安

林

防
霧

保
安

林

防
雪

防
備

保
安

林

干
害

防
備

保
安

林

潮
害

防
備

保
安

林

-13-



○
　
岡
山
県
保
安
林
の
指
定
の
目
的
及
び
種
類
別
面
積

国
有
林

民
有
林

合
　
計

１
号

①
　

水
源

涵
養

保
安

林
3
1
,
0
8
8

9
0
,
7
7
7

1
2
1
,
8
6
5

7
0
.
1

大 臣
知 事

(
8
2
4
)

(
8
2
4
)

4
5
,
4
2
9

4
6
,
9
5
7

３
号

③
　

土
砂

崩
壊

防
備

保
安

林
2
5
5

3
5
2

6
0
7

0
.
3

3
2
,
8
7
1

1
3
6
,
5
5
8

1
6
9
,
4
2
9

9
7
.
4

４
号

④
　

飛
砂

防
備

保
安

林
－

－
－

－

⑤
　

防
風

保
安

林
1
5

1
9

3
4

0
.
0

⑥
　

水
害

防
備

保
安

林
－

2
1

2
1

0
.
0

⑦
　

潮
害

防
備

保
安

林
－

4
1

4
1

0
.
0

⑧
　

干
害

防
備

保
安

林
1
8

1
0
3

1
2
1

0
.
1

⑨
　

防
雪

保
安

林
－

－
－

－

⑩
　

防
霧

保
安

林
－

－
－

－

⑪
　

雪
崩

防
止

保
安

林
－

1
4
3

1
4
3

0
.
1

⑫
　

落
石

防
止

保
安

林
7
4

3
3
6

4
1
0

0
.
2

(
1
7
)

(
1
7
)

8
8

(
8
7
)

(
8
7
)

6
5
7

1
,
5
6
8

９
号

⑮
　

航
行

目
標

保
安

林
－

1
1

0
.
0

(
2
,
1
3
9
)

(
9
,
9
2
2
)

(
1
2
,
0
6
1
)

4
8

1
,
7
7
7

1
,
8
2
4

(
2
)

(
2
)

8
2

2
8
1

1
,
2
6
5

3
,
1
8
7

4
,
4
5
2

2
.
6

3
4
,
1
3
6

1
3
9
,
7
4
5

1
7
3
,
8
8
2

1
0
0
.
0

3
6
,
2
7
5

1
5
0
,
5
9
7

1
8
6
,
8
7
3

1
0
7
.
5

　  知 事  （ 国 有 林 は 大 臣 ）

⑬
　

防
火

保
安

林

１
～

３
号

保
安
林

計

５
号

名
所

や
旧

跡
等

の
趣

の
あ
る
景
色
が
森
林
に
よ
っ
て
価
値
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
こ
れ
を
保
存
す
る
。

0
.
2

⑯

流
域

保
全

上
重

要
な

地
域
に
あ
る
森
林
の
河
川
へ
の
流
量
調
節
機
能
を
高
度
に
保
ち
、
洪
水
を
緩
和
し
た
り
、

各
種

用
水

を
確

保
し

た
り

す
る
。

重 要 流 域 以 外 の

民 有 林

国 有 林 及 び 重 要

流 域 の 民 有 林

実
面

積
計

　
土

砂
流

出
防

備
保

安
林

②

洪
水

を
緩

和
し

、
又

は
各
種
用
水
を
確
保
す
る
森
林
の
水
源
涵
養
機
能
に
よ
り
、
局
所
的
な
用
水
源
を
保
護
す

る
。

飛
砂

防
備

保
安

林
や

防
風
保
安
林
と
同
様
の
機
能
に
よ
っ
て
吹
雪
（
気
象
用
語
で
は
「
飛
雪
」
と
い
う
。
）
を

防
止

す
る

。

２
号

６
号

森
林

に
よ

っ
て

雪
庇

の
発
生
や
雪
が
滑
り
出
す
の
を
防
い
だ
り
、
雪
の
滑
り
の
勢
い
を
弱
め
た
り
、
方
向
を
変

え
た

り
す

る
こ

と
等

に
よ

り
雪
崩
を
防
止
す
る
。

林
木

の
根

系
に

よ
っ

て
岩
石
を
緊
結
固
定
し
て
崩
壊
、
転
落
を
防
止
し
た
り
、
転
落
す
る
石
塊
を
山
腹
で
阻
止

し
た

り
す

る
こ

と
で

、
落

石
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
。

⑭
　

魚
つ

き
保

安
林

水
面

に
対

す
る

森
林

の
陰
影
の
投
影
、
魚
類
等
に
対
す
る
養
分
の
供
給
、
水
質
汚
濁
の
防
止
等
の
作
用
に
よ
り

魚
類

の
生

息
と

繁
殖

を
助

け
る
。

７
号

８
号

保 安 施 設 事 業 実 施 対 象 保 安 林

崩
落

土
砂

に
よ

る
被

害
を
受
け
や
す
い
道
路
、
鉄
道
そ
の
他
の
公
共
施
設
等
の
上
方
に
お
い
て
、
主
と
し
て
林

木
の

根
系

の
緊

縛
そ

の
他

の
物
理
的
作
用
に
よ
っ
て
林
地
の
崩
壊
の
発
生
を
防
止
す
る
。

森
林

に
よ

っ
て

空
気

の
乱
流
を
発
生
さ
せ
て
霧
の
移
動
を
阻
止
し
た
り
、
霧
粒
を
捕
捉
し
た
り
す
る
こ
と
で
霧

の
害

を
防

止
す

る
。

海
岸

の
砂

地
を

森
林

で
被
覆
す
る
こ
と
に
よ
り
飛
砂
の
発
生
を
防
止
し
、
飛
砂
が
海
岸
か
ら
内
陸
に
進
入
す
る

の
を

遮
断

防
止

す
る

こ
と

に
よ
り
、
内
陸
部
に
お
け
る
土
地
の
高
度
利
用
、
住
民
の
生
活
環
境
の
保
護
を
図
る
。

林
冠

を
も

っ
て

障
壁

を
形
成
し
て
風
の
力
を
枝
葉
と
幹
で
分
散
す
る
こ
と
で
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
弱
め
、
風
速

を
緩

和
し

て
風

害
を

防
止

す
る
。

2
7
.
0

耐
火

樹
又

は
防

火
樹

か
ら
な
る
防
火
樹
帯
に
よ
り
火
炎
に
対
し
て
障
壁
を
作
り
、
火
災
の
延
焼
を
防
止
す
る
。

－
0
.
0

河
川

の
洪

水
時

に
お

け
る
氾
濫
に
当
た
っ
て
、
主
と
し
て
樹
幹
に
よ
る
水
制
作
用
及
び
ろ
過
作
用
並
び
に
樹
根

に
よ

る
侵

食
防

止
作

用
に

よ
っ
て
水
害
の
防
止
・
軽
減
を
図
る
。

津
波

又
は

高
潮

に
際

し
て
、
主
と
し
て
林
木
の
樹
幹
に
よ
っ
て
波
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
弱
め
て
被
害
を
防
ぐ
ほ
か

、
林

冠
に

よ
っ

て
強

風
に

よ
る
空
気
中
の
海
水
微
粒
子
を
捕
捉
し
て
塩
害
を
防
止
す
る
。

下
流

に
重

要
な

保
全

対
象
が
あ
る
地
域
で
土
砂
流
出
の
著
し
い
地
域
や
崩
壊
、
流
出
の
お
そ
れ
が
あ
る
区
域
に

お
い

て
、

林
木

及
び

地
表

植
生
そ
の
他
の
地
被
物
の
直
接
間
接
の
作
用
に
よ
っ
て
、
林
地
の
表
面
侵
食
及
び
崩
壊
に

よ
る

土
砂

の
流

出
を

防
止

す
る
。

1
,
5
2
8

（
面
積
は
、
令
和
６
年
３
月
3
1
日
現
在
）

森
林

法
第

25
条

第
１

項
保

安
林

の
種

類
保
安
林
面
積
 
（
h
a
）

実
面
積

対
　
比

（
％
）

権 限
備 考

保
安
林
の
指
定
の
目
的

（
期
待
す
る
森
林
の
機
能
）

 
  

 注
）

（
　

）
内

は
、

兼
種

保
安

林
。

裸
書

き
は

実
面

積
、

裸
書

き
に
（
　
）
書
き
を
加
え
る
と
延
面
積
と
な
る
。
単
位
未
満
の
四
捨
五
入
の
関
係
で
計
は
整

合
し

な
い

場
合

が
あ

る
。

9
1
1

0
.
9

1
.
0

　
保

健
保

安
林

森
林

の
持

つ
レ

ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
等
の
保
健
、
休
養
の
場
と
し
て
の
機
能
や
、
局
所
的
な
気
象
条
件
の
緩
和
機

能
、

じ
ん

埃
、

ば
い

煙
等

の
ろ
過
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
衆
の
保
健
、
衛
生
に
貢
献
す
る
。

⑰
　

風
致

保
安

林

延
面

積
計

11
号

1
9
9

海
岸

又
は

湖
岸

の
付

近
に
あ
る
森
林
で
地
理
的
目
標
に
好
適
な
も
の
を
、
主
と
し
て
付
近
を
航
行
す
る
漁
船
等

の
目

標
と

す
る

こ
と

で
、

航
行
の
安
全
を
図
る
。

４
号

以
下

保
安
林

計

10
号
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○
　
市
町
村
別
保
安
林
面
積
　
（
国
有
林
＋
民
有
林
、
実
面
積
）

（令
和
６
年
３
月
３
１
日
現
在
　
単
位
：h
a）

県
民

局
等

市
町

村
名

水
涵

土
流

土
崩

防
風

水
害

潮
害

干
害

雪
崩

落
石

防
火

魚
つ
き

航
行

保
健

風
致

計

岡
山

市
5
,
5
1
5

7
,
2
8
6

6
5

9
3
1

6
9

8
2
3
7

1
4
5

1
3
,
3
6
5

玉
野

市
2
3
9

2
,
4
3
7

1
1
4

3
2
5

5
4

2
,
7
7
3

瀬
戸

内
市

5
6
3

1
,
5
1
1

1
9

2
3
3
1

1
1
8

2
,
4
4
5

吉
備

中
央

町
2
,
8
6
9

1
,
5
3
1

3
0

4
,
4
3
0

備
前

市
4
,
8
4
2

5
,
5
7
2

1
5

4
1

5
8
7
1

4
3

1
0

1
1
,
3
9
9

赤
磐

市
1
,
4
0
4

2
,
5
2
9

6
1
3

1
1
6
6

4
,
1
1
8

和
気

町
1
,
9
6
2

2
,
8
8
0

1
4
8

9
7
1

5
,
0
7
0

倉
敷

市
7
7
6

1
,
9
3
2

9
8

1
4
9

8
1

2
,
8
8
3

総
社

市
5
1
6

5
,
2
9
4

1
6

7
3

2
5
,
8
2
9

早
島

町
2

3
4

1
3
7

笠
岡

市
1
4
4

1
,
4
9
1

3
2

2
1
7
9

2
6

1
,
8
2
9

井
原

市
7
7
2

2
,
1
5
2

1
0

1
2

2
6
0

3
,
0
0
8

浅
口

市
3
5
9

9
8
8

3
1
8

5
1
,
3
7
2

里
庄

町
2
5

2
0
9

1
2
3
5

矢
掛

町
3
8
6

2
,
4
7
6

7
2

4
3

2
,
9
7
7

高
梁

高
梁

市
4
,
0
6
3

2
,
4
8
0

1
3
1

6
1
6
8

2
8
9

1
7
,
1
3
8

新
見

新
見

市
2
5
,
3
7
6

8
9
6

8
0

3
8
9

1
1
7

2
0

5
7

2
6
,
6
3
9

津
山

市
1
3
,
5
8
6

1
,
3
6
2

1
2

2
5
3

1
5
,
0
0
6

鏡
野

町
1
7
,
5
8
7

3
9
9

9
2
1

2
1

3
1
2

1
8
,
3
4
9

久
米

南
町

5
1
7

7
5

8
2

6
0
2

美
咲

町
1
,
6
1
8

4
1
1

1
3
0

2
,
0
6
1

真
庭

市
2
3
,
0
9
7

1
,
0
9
8

2
3

1
7

3
1

3
0

2
6
8

5
9

2
4
,
6
1
3

新
庄

村
2
,
6
6
6

6
6

1
0
4

2
,
8
3
6

美
作

市
7
,
7
4
5

1
,
3
9
9

7
6

7
9
,
1
6
3

勝
央

町
2
5
7

6
4

3
2
1

奈
義

町
2
,
2
4
1

1
7
1

2
1
5

2
,
4
2
9

西
粟

倉
村

2
,
7
3
8

2
1
2

2
2
,
9
5
2

1
2
1
,8
6
5

4
6
,9
5
7

6
0
7

3
4

2
1

4
1

1
2
1

1
4
3

4
1
0

8
1
,5
6
8

1
1
,8
2
4

2
8
1

1
7
3
,8
8
2

 
  

 注
）

単
位

未
満

の
四

捨
五

入
の

関
係

で
計

は
整

合
し
な
い
場
合
が
あ
る
。

備
前

東
備

計

備
中

美
作

真
庭

勝
英

井
笠
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○
　
市
町
村
別
保
安
林
面
積
　
（
国
有
林
、
実
面
積
）

（令
和
６
年
３
月
３
１
日
現
在
　
単
位
：h
a）

県
民

局
等

市
町

村
名

水
涵

土
流

土
崩

防
風

水
害

潮
害

干
害

雪
崩

落
石

防
火

魚
つ
き

航
行

保
健

風
致

計

岡
山

市
1
,
3
7
1

1
1
6

5
2

6
8

2
8

1
4
2

1
,
7
7
7

玉
野

市

瀬
戸

内
市

4
6

5
7

1
0
3

吉
備

中
央

町
1
,
0
7
8

1
,
0
7
8

備
前

市
5
2
1

6
2
4

8
2
7

2
1
,
9
7
4

赤
磐

市
1
0
6

3
7
1

4
7
7

和
気

町
1
,
1
0
6

1
5
2

1
,
2
5
8

倉
敷

市
8
4

8
4

総
社

市
4
1

4
1

早
島

町

笠
岡

市
5
2

5
2

井
原

市

浅
口

市
3
4

1
8

5
2

里
庄

町
(
5
)

(
5
)

矢
掛

町
7
2

7
2

高
梁

高
梁

市
6
7
1

9
8

1
0
2

5
1
8

8
9
5

新
見

新
見

市
8
,
7
0
4

8
2

2
9

1
5
7

8
,
8
7
3

津
山

市
3
,
4
8
6

3
,
4
8
6

鏡
野

町
4
,
3
8
2

4
,
3
8
2

久
米

南
町

8
7

8
7

美
咲

町
6
9
6

6
9
6

真
庭

市
6
,
5
2
1

6
,
5
2
1

新
庄

村
3
3
0

3
3
0

美
作

市
1
,
1
1
0

1
,
1
1
0

勝
央

町

奈
義

町
7
7
8

1
5

7
9
3

西
粟

倉
村

3
1
,0
8
8

1
,5
2
8

2
5
5

1
5

1
8
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○　保安林面積の推移

(1) 保安林面積　実面積

保安林面積　国有林 保安林面積　民有林 保安林面積　計
増減面積 増減面積 増減面積

Ｈ11 27,222 -30 130,250 93 157,472 63
Ｈ12 27,211 -11 130,777 527 157,988 516
Ｈ13 27,173 -38 131,706 929 158,879 891
Ｈ14 27,188 15 131,749 43 158,937 58
Ｈ15 27,147 -41 132,274 525 159,421 484
Ｈ16 27,085 -62 133,299 1,025 160,384 963
Ｈ17 27,113 28 133,562 263 160,675 291
Ｈ18 27,762 649 134,386 824 162,148 1,473
Ｈ19 31,221 3,459 134,652 266 165,873 3,725
Ｈ20 33,059 1,838 135,097 445 168,156 2,283
Ｈ21 33,772 713 135,400 303 169,172 1,016
Ｈ22 34,230 458 135,764 364 169,994 822
Ｈ23 34,319 89 136,465 701 170,784 790
Ｈ24 34,319 0 136,859 394 171,178 394
Ｈ25 34,319 0 137,141 282 171,460 282
Ｈ26 34,332 13 137,346 205 171,678 218
Ｈ27 34,314 -18 137,862 516 172,176 498
Ｈ28 34,325 11 138,040 178 172,365 189
Ｈ29 34,348 23 138,192 152 172,540 175
Ｈ30 34,345 -3 138,239 47 172,584 44
Ｒ元 34,344 -1 138,571 332 172,915 331
Ｒ２ 34,264 -80 138,761 190 173,025 110
Ｒ３ 34,235 -29 139,238 477 173,473 448
Ｒ４ 34,118 -146 139,583 822 173,701 676
Ｒ５ 34,136 19 139,745 163 173,882 181

(2) 保安林率の推移

森林面積　国有林 森林面積　民有林 森林面積　計
保安林率 保安林率 保安林率

Ｈ11 38,432 70.8% 446,114 29.2% 484,546 32.5%
Ｈ12 38,375 70.9% 445,965 29.3% 484,340 32.6%
Ｈ13 39,059 69.6% 445,953 29.5% 485,012 32.8%
Ｈ14 38,440 70.7% 446,011 29.5% 484,451 32.8%
Ｈ15 38,503 70.5% 446,053 29.7% 484,556 32.9%
Ｈ16 37,862 71.5% 446,639 29.8% 484,501 33.1%
Ｈ17 37,594 72.1% 446,495 29.9% 484,089 33.2%
Ｈ18 37,594 73.8% 446,346 30.1% 483,940 33.5%
Ｈ19 37,567 83.1% 446,350 30.2% 483,917 34.3%
Ｈ20 37,524 88.1% 446,355 30.3% 483,879 34.8%
Ｈ21 37,524 90.0% 446,349 30.3% 483,873 35.0%
Ｈ22 37,524 91.2% 446,402 30.4% 483,926 35.1%
Ｈ23 37,469 91.6% 446,446 30.6% 483,915 35.3%
Ｈ24 37,387 91.8% 446,375 30.7% 483,762 35.4%
Ｈ25 37,379 91.8% 446,356 30.7% 483,735 35.4%
Ｈ26 37,379 91.8% 446,348 30.8% 483,727 35.5%
Ｈ27 37,391 91.8% 445,974 30.9% 483,366 35.6%
Ｈ28 37,373 91.8% 448,522 30.8% 485,896 35.5%
Ｈ29 37,373 91.9% 448,336 30.8% 485,709 35.5%
Ｈ30 37,373 91.9% 448,143 30.8% 485,516 35.5%
Ｒ元 37,373 91.9% 447,718 31.0% 485,091 35.6%
Ｒ２ 37,195 92.1% 447,372 31.0% 484,568 35.7%
Ｒ３ 37,178 92.1% 447,255 31.1% 484,433 35.8%
Ｒ４ 37,199 91.7% 447,227 31.2% 484,426 35.9%
Ｒ５ 37,199 91.8% 447,193 31.2% 484,392 35.9%

※単位未満の四捨五入の関係で計は整合しない場合がある。

年度

年度

単位：ｈａ

単位：ｈａ
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(3) 保安林指定・解除面積の推移（民有林）
単位：ｈａ

年度 指定面積 解除面積 備　考
Ｓ45 1,583 236
Ｓ46 1,756 445
Ｓ47 1,025 248
Ｓ48 155 41 S39～48第2期保安林整備計画
Ｓ49 573 94 S49～58第3期保安林整備計画
Ｓ50 674 39
Ｓ51 362 152
Ｓ52 538 41
Ｓ53 681 34
Ｓ54 730 63
Ｓ55 519 217
Ｓ56 663 54
Ｓ57 1,298 54
Ｓ58 1,207 132
Ｓ59 690 102 S59～H5第4期保安林整備計画
Ｓ60 827 74
Ｓ61 420 141
Ｓ62 491 60
Ｓ63 998 129
Ｈ元 254 100
Ｈ２ 547 118
Ｈ３ 507 22
Ｈ４ 477 64
Ｈ５ 699 116
Ｈ６ 433 45 H6～H15第5期保安林整備計画
Ｈ７ 725 152
Ｈ８ 623 55
Ｈ９ 356 73
Ｈ10 688 40
Ｈ11 188 71
Ｈ12 535 25
Ｈ13 951 22
Ｈ14 57 14
Ｈ15 486 2
Ｈ16 990 22 保安林整備計画終了
Ｈ17 272 10
Ｈ18 522 9
Ｈ19 420 2
Ｈ20 447 2
Ｈ21 307 4
Ｈ22 369 4
Ｈ23 702 1
Ｈ24 399 6
Ｈ25 291 10
Ｈ26 221 3
Ｈ27 516 1
Ｈ28 197 19
Ｈ29 157 6
Ｈ30 50 2
Ｒ元 338 7
Ｒ２ 193 3
Ｒ３ 479 2
Ｒ４ 345 1
Ｒ５ 165 2
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○　保安林指定・解除面積

（令和５年度） 単位：ｈａ

国有林 民有林 計 国有林 計

１項 ２項

岡山市 12.3513 12.3513 0.0365 0.2018 0.2383
１項　森林復旧困難（３）
２項　道路（４）

玉野市 0.0405 0.0405 １項　森林復旧困難（１）

瀬戸内市

吉備中央町 0.7667 0.7667

備前市 2.0073 2.0073

赤磐市

和気町

倉敷市 0.1479 0.1479 ２項　水道（１）

総社市

早島町

笠岡市

井原市 0.0375 0.0375 ２項　道路（１）

浅口市

里庄町

矢掛町

高梁 高梁市 4.9800 20.8316 25.8116

新見 新見市 15.1869 67.9592 83.1461

津山市 15.7056 15.7056

鏡野町 7.5165 7.5165 1.1115 1.1115 ２項　道路（１）

久米南町

美咲町 0.0763 0.0763 １項　錯誤（１）

真庭市 13.3393 13.3393 0.2610 0.2610 １項　森林復旧困難（１）

新庄村

美作市 24.0311 24.0311

勝央町

奈義町

西粟倉村

20.1669 164.5086 184.6755 0 0.4143 1.4987 1.9130

※1　面積は実面積で、兼種の解除面積は含まない。
※2　解除理由の(　)は件数

民有林
解除理由

備中

井笠

美作

真庭

勝英

計

県民
局等

市町村名

指　定 解　除

備前

東備
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Ｉ 林地開発許可制度の概要 

 

１ 林地開発許可制度の目的 

（１）経済社会の発展に伴って国民の森林に対する期待と関心は急速に高まり、木材生産機能とあわせ

て、①森林の災害防止機能、②森林の水資源確保の機能、③緑の樹林による環境の保全機能等、公

益的機能の発揮が強く要請されているが、一方では宅地造成、レクリエーション施設の建設等の増

大に伴い森林の利用開発が進み、その開発のあり方が問題になってきた。 

このような情勢に対処して、その期待される経済的機能及び公益的機能を総合的かつ高度に発揮

させるため、昭和49年度から開発行為の許可制が導入された。 

（２）この制度は、保安林以外の森林であってもそれが国民生活の安定と地域社会の健全な発展に少な

からぬ役割を有していることに鑑み、これらの森林において開発行為を行うにあたっては、これら

の森林の有する役割を阻害しないよう適正に行うことが必要であり、またそれが開発行為を行うも

のの当然の責務であるという観点から規制を行うものであり、保安林制度との連携を図りつつ森林

の土地の適正な利用を確保することを目的としている。 

 

２ 許可制の対象となる森林 

 森林法に基づいて知事が立てた地域森林計画の対象となっている民有林（公有林を含む）であるが、

このうち法第25条又は第25条の２の規定により指定された保安林並びに法第41条の規定により指定さ

れた保安施設地区の区域内及び海岸法第３条の規定により指定された海岸保全区域内の森林は対象か

ら除外される。（法第10条の２第１項） 

 

３ 規制の対象となる開発行為 

 知事の許可を必要とする開発行為は、「土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行

為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるもの」である

（法第10条の２第１項）。「政令で定める規模」は、専ら道路の新設又は改築を目的とする行為でその行

為に係る土地の面積が１ヘクタールを超えるものにあっては、道路（路肩部分及び屈曲部又は退避所と

して必要な拡幅部分を除く。）の幅員が３メートルを超えるものであり、その他の行為にあっては、土

地の面積が１ヘクタールを超えるもの（令和４年度の政令改正により、令和５年４月１日から太陽光発

電設備の設置を目的とする行為については0.5ヘクタール）である。 

 

４ 林地開発許可担当事務の所管 

 昭和49年の制度創設時には、治山課保安林係の所管となった。 

 その後、行政改革により、昭和56年度から昭和62年度までの７年間は、林政課森林保全係の所管とな

った。 

 さらに、昭和63年度からはリゾート開発等の大規模な開発に対し、保安林制度との連携を一層図り、

適切に対応するため、再び治山課保安林係が組織され、所管することとなった。 

 なお、手続の迅速化を図るため、平成９年度から、開発行為に係る土地の面積が５ヘクタール未満の

ものについて、また、平成11年度から、10ヘクタール未満のものについて、地方振興局が申請の処理を

すべて行うこととなった。 

 平成17年度から県民局制度が施行されたことに伴い、従来、地方振興局で行っていた許可事務を県民

局、支局において、また平成21年度からは、県民局、地域事務所（真庭・勝英除く）において行うこと

となった。 

  平成25年度から、新見市からの要望により許可事務等を権限移譲した。 

-29-



Ⅱ
　

林
地

開
発

許
可

制
度

の
実

施
状

況

１
　
許
可
（
新
規
）

（
単

位
：

件
,
　

h
a
）

区
　

　
分

 
　

年
度

 

開
発

行
為

の
目

的
件

数
面

 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 積

7
9

3
2
8

1
3

3
9

5
2
2

2
6

8
8
3

9
2
2
6

6
1
0
8

1
0

6
4

8
8
0

1
1

2
4

3
1
5

2
5

1
3
9

9
5
3

(
5
0
4
)

(
4
)

(
2
2
)

(
3
3
)

(
7
)

(
1
3
7
)

(
4
1
3
)

(
1
5
6
)

(
9
8
)

(
1
6
9
)

(
2
)

(
5
)

(
5
3
)

(
1
1
)

(1
,6

1
5
)

4
3

3
3
4

4
3

3
3
4

(
4
9
2
)

(4
9
2
)

4
7

4
7

(
1
8
)

(1
8
)

3
3

1
,
4
2
1

3
3

1
,4

2
1

(
3
,
4
4
5
)

(3
,4

4
5
)

2
5

9
7

2
5

9
7

(
2
3
0
)

(2
3
0
)

2
6

1
5
5

1
2

1
1

2
8

1
5
8

(
2
7
3
)

(
2
)

(
2
)

(2
7
7
)

8
1

2
8
2

2
6

4
1
2

1
4

1
5

1
3

1
1
0

9
1

3
2
2

(
5
6
4
)

(
9
)

(
1
6
)

(
4
)

(
1
2
)

(
5
)

(
1
8
)

(6
2
8
)

3
6

3
6

(
1
2
)

(1
2
)

3
6

1
1
8

3
6

1
1
8

(
2
2
3
)

(2
2
3
)

3
3
0

2
,7

4
8

1
3

3
9

5
2
2

3
7

1
0

8
9

1
3

2
3
8

7
1
1
2

1
1

6
9

8
8
0

3
5

3
1
4

3
1
5

2
5

4
0
2

3
,4

1
5

(5
,7

6
1
)

(4
)

(2
2
)

(3
3
)

(1
0
)

(1
4
6
)

(4
2
9
)

(1
6
0
)

(1
1
0
)

(1
6
9
)

(9
)

(2
3
)

(5
3
)

(1
1
)

(6
,9

4
0
)

注
）

　
１

面
積

欄
は

,
　

開
発

行
為

に
係

る
森

林
面

積
,
　

（
　

）
　

は
対

象
森

林
面

積

　
　

　
２

本
表

は
新

規
許

可
分

で
あ

り
、

変
更

分
は

含
ま

な
い

。

新
　

　
　

　
　

　
規

　
　

　
　

　
許

　
　

　
　

　
可

R
元

H
2
9

H
2
6

R
5

計
H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
7

H
3
0

R
3

R
4

H
2
8

R
2

住
宅

用
地

の
造

成

別
荘

地
の

造
成

ゴ
ル

フ
場

の
設

置

S
4
9
～

H
2
2

工
場
, 

事
業
場
用

地
の

造
成

そ
の

他

計

レ
ジ

ャ
－

施
設

の
設

置

農
用

地
の

造
成

土
石

の
採

掘

道
路

の
新

設
又

は
改

築

-30-



２
　
許
可
（
変
更
）

（
単

位
：

件
,
　

h
a
）

区
　

　
分

 
　

年
度

 

開
発

行
為

の
目

的
件

数
面

 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 積

7
5

2
5

1
0

5
2
3

2
1

1
0

1
▲

 
1

3
1

4
4

2
5

1
1

3
1

3
2

4
5

(
6
)

(
-
7
)

(
0
)

(
1
8
)

(
1
)

(
0
)

(
1
)

(
0
)

(
4
)

(
4
)

(
1
)

(
3
)

(3
1
)

3
0

3
0

(
0
)

(0
)

0
0

0
0

(
0
)

(0
)

0
0

0
0

(
0
)

(0
)

0
0

0
0

(
0
)

(0
)

4
3

4
3

(
4
)

(4
)

4
0

5
7

2
7

3
1
4

2
3

3
1
3

3
1
0

4
3

4
▲

3
6

▲
 
1

4
9

2
0

3
1
7

2
4

3
8

8
1

1
4
1

(
6
8
)

(
0
)

(
2
9
)

(
3
)

(
3
2
)

(
8
)

(
3
)

(
▲

1
)

(
1
)

(
▲

1
)

(
0
)

(
3
0
)

(
0
)

(
1
2
)

(1
8
3
)

0
0

0
0

(
0
)

(0
)

3
▲

 
7
0

2
1

1
1

1
▲

 
1

7
▲

 6
9

(
0
)

(
1
)

(
0
)

(
0
)

(1
)

5
7

▲
5

2
7

3
1
4

4
8

4
1
3

8
3
3

8
5

6
▲

2
7

▲
2

7
1
0

6
4

5
2
2

4
4

6
9

1
2
7

1
2
0

(7
8
)

(0
)

(2
9
)

(▲
4
)

(3
2
)

(2
6
)

(5
)

(▲
1
)

(2
)

(▲
1
)

(4
)

(3
4
)

(1
)

(1
5
)

(2
2
0
)

注
）

　
１

面
積

欄
は

,
　

開
発

行
為

に
係

る
森

林
面

積
の

差
引

増
減

分
,
　

（
　

）
　

は
対

象
森

林
面

積
の

差
引

増
減

分

　

そ
の

他

H
1
5
～

H
2
2

変
　

　
　

　
更

　
　

　
　

許
　

　
　

　
可

H
2
5

H
2
8

計
H
2
9

H
2
4

R
3

H
3
0

H
2
7

計

ゴ
ル

フ
場

の
設

置

レ
ジ

ャ
－

施
設

の
設

置

農
用

地
の

造
成

道
路

の
新

設
又

は
改

築

工
場
, 

事
業
場
用

地
の

造
成

住
宅

用
地

の
造

成

土
石

の
採

掘

別
荘

地
の

造
成

H
2
6

R
元

R
2

R
5

R
4

H
2
3

-31-



３
　
連
絡
調
整

（
単

位
：

件
,
　

h
a
）

区
　

　
分

 
　

年
度

 

開
発

行
為

の
目

的
件

数
面

 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
 
積

件
数

面
　

積

7
5

8
7
0

2
1
3

2
6

2
1
3

1
1

1
2

1
3

1
3

8
5

9
1
1

(
1
,
2
0
5
)

(
2
8
)

(
8
)

(
1
7
)

(
1
)

(
8
)

(
3
)

(
1
2
)

(1
,2

8
2
)

1
2

2
8

1
4

1
3

3
2

(
4
9
)

(
8
)

(5
7
)

1
5

1
2
8

1
5

1
2
8

(
2
4
6
)

(2
4
6
)

8
2

2
8
8

1
2

8
3

2
9
0

(
5
8
6
)

(
2
)

(5
8
8
)

7
4

6
9
0

2
8

7
6

6
9
8

(
8
2
5
)

(
1
2
)

(8
3
7
)

8
1
5

8
1
5

(
2
1
)

(2
1
)

1
8
1

1
,
4
8
7

1
2

1
2

1
9

4
4
4

1
8
8

1
,5

4
4

(
1
,
5
6
7
)

(
2
)

(
2
)

(
1
2
)

(
5
0
)

(1
,6

3
3
)

1
0

1
6
5

1
0

1
6
5

(
2
0
8
)

(2
0
8
)

8
5

5
1
5

1
2

1
7

1
2

3
1
0

2
4

9
3

5
4
0

(
8
9
9
)

(
4
)

(
1
3
)

(
2
)

(
1
1
)

(
9
)

(9
3
8
)

5
4
2

4
,1

8
6

1
2

3
1
5

1
2

3
8

1
7

5
2
3

0
0

1
1

5
2
1

7
5
1

1
4

1
3

0
0

5
7
1

4
,3

2
2

(5
,6

0
6
)

(2
)

(3
2
)

(2
)

(1
0
)

(1
3
)

(3
1
)

(0
)

(1
)

(3
1
)

(6
2
)

(8
)

(1
2
)

(0
)

(5
,8

1
0
)

注
）

　
１

 
面

積
欄

は
,
　

開
発

行
為

に
係

る
森

林
面

積
,
　

（
　

）
　

は
対

象
森

林
面

積

　
　

　
２

 
 
変

更
分

は
含

ま
な

い
。

R
4

学
校
,博

物
館
用
地
の
造
成

H
2
8

H
2
4

H
2
7

H
2
6

工
場

,
 
事

業
場

用
地

の
造

成

計

住
宅

用
地

の
造

成

公
園

,
運

動
場

等
の

造
成

農
用

地
の

造
成

土
石

の
採

掘

そ
の

他

ダ
ム

等
の

設
置

道
路

の
新

設
又

は
改

築

連
　

　
　

　
　

　
　

絡
　

　
　

　
　

　
　

調
　

　
　

　
　

　
　

整

S
4
9
～

H
2
2

H
2
9

計
H
2
5

H
2
3

H
3
0

R
元

R
3

R
2

R
5

-32-


